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墨田区教育委員会事務局  

地域教育支援課 

学校支援ﾈｯﾄﾜｰｸ本部 
 03-5608-1303 

【改訂版】 

 「世界共通のルール＝人権を知ろう！」 

～平和で人々が戦わず、相手の命・相手を大切にするためのルールを知ろう～ 

（1） ねらい ①「世界共通のルール」＝人権とは何かを学ぶ。 

         ② 30項目ある「世界人権宣言」のいくつかを映像や説明を通して学ぶことで、子どもた

ちにとって人権を生活において現実的なものにする。 

            ③ 「自分の人権」、「ほかの人の人権」を守るためにはどうしたらよいかを学ぶ。 

（２）対象  ・小学4年～中学3年生 

        保護者・PTA・教師向けの研修も可能です。   

（３）講師 ユース・フォー・ヒューマンライツ講師 

（４）形式 ・所要時間 1単位時間～2時間（応相談） 

       ・土曜授業可能 

（５）内容   学校や学年のご要望に応じて内容の検討が可能です。 

        問題になっている状況等に合わせた授業を行うことが可能ですのでご相談ください。 

① 戦争を二度と起こさないために国連によって制定された「世界人権宣言」とは何かを対象 

学年に合わせて学びます。 

② 世界人権宣言のいくつかの項目について、映像、例を挙げて子どもたちにとって現実的な 

ものになるように理解を深めます。 

⓷「いじめ」「差別」「いじわる」がどのように人権と関係があるのかの理解をもたらし、子ど

もたち自身がどう行動すべきかを考えるように促します。        

（６）費用   交通費実費 

        事後にアンケート、感想を送っていただきますようお願いします。 

 

（７）申し込み 出前授業申込書 実施日1か月位前まで→学校支援ネットワーク本部へ送付 

        授業内容のご要望等に関するお問い合わせは直接ご連絡ください。 

【問い合わせ】 ユース・フォー・ヒューマンライツ（電話：03‐3868‐3724） 

           吉田 hrtrh.daimonyoshida@gmail.com  

                山本 hrtrh.masakoyamamoto@gmail.com 
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